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農村地域における改良普及員の活動からみた住生活領域の生活課題
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１．はじめに

1-1研究目的

地域社会において、’１緬改態普及事業を通して

臘業に従事する生活青の生活課題や地域の41H1i1i課

題の改蒋に取り組んでいる改良普及員とりわけ生

活''9係改良好及圃がいる。改良普及貝!)は、「農

業背の立場に立ち．農家と共に考える」という理

念のもと、食料の1W産、農家生活の改善、経営の

安定、膿業者の育成などの普及活動を展開し、農

業の発展､農家生活の向上に大きく貢献してきた。

沖縄県における生活改善普及事業は、琉球農林省

の設通された翌年の昭和26年に開始され、農業改

良普及事業圏)の一翼を担ってきた。

近年農村地域では、食料自給率の低下、農業者

の闘齢化、農村の活力の低下などが課題となって

いる。その解決策の一つとして、「食料・農業．

腿村熱水法」が平成11年に制定され，今後は農業

改良瞥及事業も同法に基づき実施されていくこと

になる。そのなかに、「農村の振興に関する施策」

があり、農村の総合的な振興、都市と艇村の交流

鰈の内容が盛り込まれている。これに対応する事

業が住ｲﾋ活領域の事業であり、近年、地域ビジョ

ンのlMi認、地域づくり、生産環境づくり、グリー

ンツーリズムなどが行われ､農村の振興のために、

今後の必要性も商いと考えられる。

本研究では、改良普及員とりわけ生活関係改良

普及員の行政的位霞づけを踏まえたうえで、農業

改良普及事業における住生活領域の事業の変遷、

過去に行われた事業の現状及び腺題を明らかに

し、改良普及員の活動を通してみた住生活領域の

生活課題を明らかにすることを目的とする。

1-2研究方法

研究の方法として、まず農業改良普及事業が発

足してから現在までの改良普及員の行政的位侭づ

けの変避について文献より明らかにする。次に、

沖縄県における生活改善普及事業の変遷及びその

中での住生活領域の事業の変遷を盤理し、さらに

農家生活改善資金貸付事業と住生活領域の事業の

関わりを明らかにする。そして、沖縄本島中部地

区における約12年間の各事業部門の動向を調査

し、居住環境部門（現農村環境部門）とそれ以外

の部門の事業内容を明らかにする。その居住環境

部門の事業の中から、近年多く行われている事業

を対象に実態調査対象事例及び対象地の選定をし

て実態調査を行い、過去に行われた事業の現状を

把握し、問題点を考察する。それらを総合的に考

察し、腿村地域における住生活領域の生活課題を

考察していく。

２．改良普及員の行政的位置づけの変遷

2-1概要

農業改良普及事業は、昭和23年７月１５日に制

定された農業改良助長法によって発足した。農業

改良助長法は、農業者が農業経営及び農村生活に

関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交

換することができるよう農業に関する賦験研究及

び普及事業を助長し、能率的で環境と鯛和のとれ

た農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育

成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あ

わせて農村生活の改善に資することを目的として

いる。この法律の制定によって、全国では国と都

道府県による協同農業改良普及事業が展開されて
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改称され,より専門的な立場から農家が抱える潴

llll題の解決にあたるため、緤及風を援助する勲１，，，

将及員が配搬された。

WMl：の昭ﾄﾞⅡ2(iｲｌＡ４１.ｌｌｌ１には琉球,xlM,＃,L,,央政府

が1没1従され、その賛剛;ﾘﾊ)の機梢lXlに１牒及1i扮郷

は農業改良iw1いいとあり、磯猶改良lUI及山の身分

は琉球臨時111央政府に稗符されたと魁わｵ,るが，

今回収集した文献においては身分移禰:について雌

i惣できなかった。’ri'年'２月には、琉球腿林筒,14雛

改良局に生活改灘猟が設俄さｵ'、′|細改良将及ｔｉ

がiIim｢村駄在として([命さｵ'た.ここに'':nIi改灘

ML及`|i業の蛤まI,)をみることができる．また、琉

LRU&林itiのIWli肋によf〕、各1郡｣;1,に股鷲改良委輿会、

片I1jllll材脳髄改良麺』会がi没Ｉｉｉｌさｵ,た。聯JiHl臘蝿

改良jliiLl公は、腿堆牒及!'「猶についてIlilHJ村磯災

改KL委し』会に対し助尉を↑j:い、巾､1J付委員や学繊

維験昔で柵成された。市U11.村農業改良委員会は、

1h町村の農業改良、生活の向I:に向けた改良普及

員の活動の援助に加え、その活勁に農家の意向を

反映させる目的のもと設邇され、市町村に居住し

ている農業者、学識経験者、農業教育従事者によ

り構成された。

琉球農林省は琉球政府設立前の昭和27年１月

２２日に廃止,'１となり、琉球政府設立の準備態勢が

整った。

いった。

沖縄県は昭和47年に本土復帰するまで腱業改良

助長法が適用されず．本土とは典なる体制で農業

改良普及事業をI､（１）|Ｉしてきた。また、’１１:後の'''１純

は本土復帰されるまでアメリカによるＩＦ【＄１１機柵の

下．特殊な行政機柵のなかにあった。本稿では.

企琉民政機樹の中の琉球農林省、琉球臨１１ｷﾞ中央政

府、琉球政府及びIwi鮎政府機桝を対象に、沖縄民

政府i没ｉｆから琉駅臨時''１央政府般iIK1iilまでの、本

ﾘﾊにおける農業改良IIL及'1;業がA1水的に確立され

るまでを１期（Ⅱ({ﾄﾞ1121ｲ1；～IIB和27ｲi:)、農業改良

ﾄｷ及Ⅲ蝉が強化され、↑『政機NIIも宏疋してきた琉

ﾙﾄﾞ政府批化から水l8iH1ln}IiilまでをⅡ１０１（１１(jIiⅡ27(l：

～１１((ｷﾞＭ７ｲｉｉ)、腿舵改良IﾘﾙｾnKのドで'19とUilによ

るhlⅡｌｉｉｌ鵬幾ＷN('1｢難が'１}Ｗｉさｫ１，代１１《|の腱雄'M(良

艸及ﾘﾄﾞ蕊との州ﾉｲ#が縮'|､さオ'たiHM後のりｉＵｊ:,没ｉｆ

から現征（j1A成１３（I:綱f[）までを、川（１１<(ｆＩ｣４７

年～現在）とし、そのなかで変化する行政の動向、

改良普及風の行政的位鬮づけをUlらかにする。

２－２１期：沖縄民政府設立～琉球政府設立前

農業改良普及鞭業の発端として、昭和21年、沖

縄民政府設立と同時に農業技術員が投圃され、戦

後の食綴難に対応してきた。この時腱業技術員は

11A務部農産課に所属し、市町村に配慨され、農業

賦験場の復旧や農家の技術指導にあたっていた。

昭和23年には全国で農業改良助長法が施行さ

れ、協同農業普及事業が始まったが、沖縄はアメ

リカの統治下にあったためこの法律は適用され

ず．沖細民政府の下で経済部、圃源部と所属する

部署を変えながら，昭ﾄﾞⅡ25年４１１１１ﾐ|、資源部と

補給部が統合し、琉球農林省となった。琉球腿林

省は沖細民政府、群燭政府から独立した機関であ

り、全琉の食料・腿業・水産費材聯の行政事務を

轍理していた。琉球艘林徴発足に伴い、農業技術

員は農業改良普及貝と改称され、身分も市町村か

ら琉球農林省農業改良局に移管された。しかし、

同年11月に沖縄、宮古、八重山、奄美の各群島政

府が設立されると、身分は琉球腿林省から各群島

政府へ移管されることとなり、それに伴い琉球農

林省は全琉的な政策面の企画のみを担当し、農林

水産の事業実施面は大幅に各群島政府に移管する

こととなった。また、農業試験場は農業指導所と

2-3Ⅱ期：琉球政府設立～沖縄県庁設立前

昭和27年４月１日に琉球政府が設立され、従来

の琉球農林省膿業改良局は資源局農業改良課とし

て縮小された。

昭和28年４)］１日に資源局は商工局と合併して

経済局に改称され、１日資源KiiImの農業改良課と農

政裸を統合して殿肪課に組織替えし、普及事業HI

Hとして普及係、生活改善係が設圃された。しか

し同月に、琉球政府の職員であった普及員の身分

は各市町村に補助員として移管され．それぞれ各

市町村の農業改良普及員、生活改良普及員として

辞令交付された。また、同年12月には奄美群島が

本土復帰し、琉球政府による改良普及員の設履の

対象外となった。

昭和30年には生活改良普及主事が各市町村普及

地区に２～３名配置されることになった。全琉の

市町村に生活改良普及員が配極された昭和32年７
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月、命改良普及員は琉球政府職員に戻ることとな

った。そのため、llizl和33年９月には市町村に身分

を移綴されていた膿業・生活改良普及員は全員依

願退職し、｜jﾘｲ111011に再び琉球政府職風として身

分がf繩:された。

Ｗ{ﾄﾞ１１３６ｲlH8111Hに、北部・中部・南部・宮

古・八iR1lIの５地|えに農業改良普及所が設慨さ

ｵlHWlkwrの下に10支所、１１駐在設圃となった。

また、これまで経済局農務課の普及係に位臓づけ

らｵ1ていた慨及組織が農業改良課に昇格し、普及

係、ドイ股係、店搬係、′lLviF改善係、庶務係に組織

隙えされた。

ＷｌﾄﾞⅡ40ｲＩ２８ｊ１、琉球政府行政組織の改正に伴い

機|Niが改1Kされ、改良普及員の所属は農林局農林

部農業改良裸となり、あわせて農業改良普及所の

ｉ'i称も、北部地区腿業改良普及所から北部農業改

良汁此所のように企ての普及所の名称が変更され

た。また、８月２５Ｈに琉球立法院による農業改良

促進法が制定され、１０月１日施行となった。さら

に‘農業改良促進法の一部改定により、専門技術

員及び改良普及員の任用資格が定められた。これ

により、沖縄県における普及事業も法的根拠が与

えられ、本土復帰に向けた体制が整備された。

本法が農業のみに焦点をあて、その内容が生産性

と生活水噸の農工間格差の是正、農業者の発展と

農業従事者の地位の向上等であったのに対し、

｢食料・魁業・磯村基本法」は食料・農業・農村

の諸問題に対応できるよう、食料の安定供給の確

保、多面的機能の十分な発揮、農業の持続的な発

展、農村の進行などが盛り込まれた内容となった。

また、これまで臘業関係と生活関係に分かれてい

た改良普及員の資格が平成13年に改正され、改良

普及員として一本化された。これからの改良普及

員は、農業関係・生活関係両方の知職が求められ

ると共にさらに幅広い活動が期待されているとい

えよう。

３．生活改善普及事業及び農業改良資金貸付

事業の変遷

3-1生活改善普及事業の変遷及び時代背景

農業改良普及事業開始から１年遅れの昭和26年

から始まった生活改善普及事業は、農業改良普及

事業が主に賎業生産の増大、技術の普及を行うの

に対し、農家生活の質の向上という役割を担って

きた。

生活改善普及事業の大きな流れとその時代背景

をみていくと、昭和20年代は戦後の食細不足のた

め、「かまどの改善」や「栄養改善」などの具体

的な生活知識・技術の伝達が行われ、昭和30年代

は経済復興のなか農作業衣の工夫や生活改善組織

の育成が行われ、普及事業に関する内部組織が確

立されていった。

昭和40年代の前半は好景気が持続したが、後半

はオイルショックの影響で社会が転機を迎え、さ

らに都市化と過疎化が両極分化した。普及事業と

しては｢農家生活水準の診断｣、｢家族の健康管理｣、

｢鰻業労働の適正化」などが行われ、健康・生活

環境問題に璽点がおかれた。

昭和50年代に入ると安定成長となり、農村にお

ける高齢化が進行するなか、女性の地位向上が国

際的にも取り上げられるようになり、普及事業で

も「農漁村婦人の役割向上｣、「農漁村高齢者の役

割向上」などに視点が向けられるようになった。

また、農業者の健康維持増進、農漁村生活環境の

整備などの健康・生活環境問題に対する事業も引

き続き行われた。

2-4m期：沖縄県庁設立～現在

昭和47年５月１５日、本土復帰により、農林局

が農林水産部に変わり、普及事業を所輔する課は

農業改良蝶から営農指導課へと改称された。また、

沖縄県においても農業改良助長法が適用されるこ

ととなり、国と県による協同農業普及事業が開始

された。昭和52年１２月には、鵬業改良普及資格

試験、生活改良普及資格試験が実施され、昭和６１

年には資格試験が４年制大学相当となった。

’'2ｶＭ年４月には農林水産部機樹改革により営

腱指導課を営農推進課に改称、担い手育成係が新

設され、生活改善係が農村生活係に改称された。

平成３年には生活改良普及員の活動が従来の５部

門制（衣生活、食生活、居住環境、労働衛生、生

活経営部門）から農業労働部門、農家経営部門、

農産物活用部門、農村環境部門の４部門制へと改

変され、活動が展開されるようになった。

平成１１年７月１６日、農業基本法にかわり「食

料・農業・農村基本法」５１が制定された。農業基

－１５３－
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には改良かまどよりも石油コンロ等の施織が増え

ていることがわかる。また、流し台、ＭｍＩｊＩＭ台、あ

かり窓、改良便ｲWiの脚及陽總も６()％を,|X』え、lWmdiIi

1RIjが定ｲＩしてきていることが伺える．

’１｛{ﾎﾟⅡ5()（|《代にはいると、lIMll宗のＩＩＩｌＩｌ:切I〕のI：

犬｣、Il1III11の改膵｣、’ｌｉｌＩ１ｉ改鋳資金をｲII1Ilした

｢しLI《浄化梢の導入｣．「水洗トイレの輔人]．また

｢(}:まいと作業｣鮒の分離｣、「(l；まいﾉﾉ撒顎」’'101体

コンクール」の実施が行われるようになった。し

かし'１{ｊＩｉｌｌ６〔)ｲ１１代以降は農家住宅の改勝に'11Ｉする1'1Ｆ

鍵がほとんど`腿施されず、わずか「'１;まいと作堆

｣鮒の分離］の,ﾉﾄが1A成６Iliまでリ|さ続き'蝿施さオ１

ているにすぎない。

(2)IML作雛脳境改}I#

脳作難胤境改)I＃に１%|する1雛は、IIL｣Ｍ雑のbfi

まったⅡ(ｌｈｌ２()ｲｌｉ代から１１/{ポルI()ｲ'二代木にかけては

爽施さオ1ておらず、Ⅱ((ｷﾞⅡ50（}ﾐ化に入りようやく突

施されることとなった。その珊業１人I群としては、

｢作業助線の焼縮｣、「更衣・シャワー鯵の施設配

世｣、「'１１|｣リルトイレ、健康管J1l1室の股臘｣、１出荷・

調纏作業台の-1己夫｣、「収穫車の工夫｣、「、場・作

業場の環境美化と改善」などである。農作業場は

農家にとって働く場であるため、その場で過ごす

時間も長いと思われる。そのため、快適に過ごせ

るような環境づくりは重要であるといえる。

③地域環境改善

地域環境改善に関する事業は、農作業環境改善

と|司様、４０年代末まで実施されておらず、昭和

50年代からの実施となっている。蠣業内容として

は、「共Iijl加工施設の整鮒i｣、「多F1的染滞環境の

設悩｣、「岡齢音創作館の設憧｣．「農村bi}人の家設

i間｣、「腿付広場・遊び場のi没髄｣、生hli改溥資金

をﾄﾞIl111した「比例排水処｣H11施没投臓の啓蒙｣、「塵

あい処j1I1脳,没の投蹴｣、「地域興境診断ﾘﾄﾞ難｣、「環

境点検地図｣、「診断カルテの作成｣、「地域の環境

整備ビジョンづくり」への援助などがある。

昭和60年代は、国際化、技術の碕度化・多様化

が進展した年代でもある。野及鯛業では「活力あ

る磯村社会の形成｣、「地域農業振興のための各邨

組織の育成人「優れた膿猫後継荷のff成碓係」な

どの人材ﾎﾞｹﾞ成などが行われた。

平成以降の、点的な指導項目は、さらに進行す

る1釧際化、１１，齢化に対し、「国際化等に対応した

絲営体質の強い膿難廿の育成．新鯉腿幾行を含め

た青年機災背の育成確保｣．「活力ある艇村社会の

形成｣、「地域倣物を１１１１↓|Iした特,!i｢:１Ｍづくり|，「&Ｑ

漁村女ﾔｌｉの地位li1Il:ｊなどである。

3-2生活改善普及事業における住生活領域

の廟業の変遷

１）沖縄県における住生活領域の窮業の変遷

化'Iilili微城のＩ'1災の錘j魁をlﾘlらかにするため．

Ⅱ({和20ｲ１２から11K成６ｲ｢:にかけてil1ll111M;において拠

施された4khF改勝普及Hf業の中で、住生活傾城に

関する躯業内容を腱家('三毛の改櫻、膿作雛興境改

善、地域環境改灘の視点から鶴理する。

①農家住宅の改穆

生活改善普及班難における住生活領域の蝋業は

(表１）、普及事業の始まった昭和26年から農家住

宅の改善が始まり、「改良かまどの改造」や「あ

かり窓・採光の工夫」が行われ始めた。「改良か

まどの改造」は１Ｍ{ﾄﾞU３４年頃まで続き、「流し台、

鋼埋台の改醤」はlll{和45年頃まで続いた。

昭和28年頃から、「流し台・綱理台の改善」（～

昭和45年頃)、「作業1Elj線の短縮と般備の配圃の工

夫」（～昭和51年頃)、「改良使梢の導入」（～昭和

48年頃)、「垪虫の駆除と発生脱1の１W(j/Ｉｉｊ（～昭和

49年頃）などのiIIilK1jが姑まった。「人鵬然撒水器

の般腿ｊがlMlfⅡ3(jｲﾄ封(からifわれているが、Ⅱ({ﾄﾞII

41fl:頃にはﾘﾘ蝋が行われなくなっている。また、

昭和47ｲ１１の本一ＭＭＩＮＩと比に股業改良黄金が導入さ

れ（3-3で後述する)、その中の生活改善資金をも

とに台所、浴室、個室、居間などの個人住宅の部

屋の改善が多く行われるようになった。

昭和42年の生活改善施設状況調査０'によると

(全琉平均)、石油コンロの普及率は86.5％で以下、

あかり窓７９．５％、立ち流し台６５．８％、調理台

62.4％、改良便槽61.6％、プロパンガス47,8％、

改良かまど37.4％となっており、昭和４０年代前半

２）本島内の住生活領域に関する事業動向

沖縄本島内における住生活領域に関する近年の

事業動向を把握するため、平成７年から13年の期

間内に南部改良普及センター、中部改良普及セン

ター、北部改良普及センターの３普及センターに

おいて実施された事業をみる。

－１５４－
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①磯家住宅の改善

前述したとおり昭和６０年代以降は、全県的に

｢住まいと作業場の分離」に関する事業しか実施

されていなかったが、本島内における平成７ｲﾄﾞ以

降の動向を見ても、腱家住宅の改善に関する事業

が全く行わｵ'ていない（表２)。

②農作業環境改善

農作業環境改霧の「更衣・シャワー室等の設

6ｆｔ｣、「lim糊トイレの設置｣、「圃場．作業場の環境

捷化と改鋳」が引き続き行われ、地域環境改善は

｢部Tl丁と農村の交流｣、「１１t代間交流」などの新項

｢lが加わった。

③地域環境改轡

地域環j覚改善は、「共|可農産加工施設｣、「多目

的集会施設」に対する事業は行われなくなったが、

｢集落排水、４k7ili排水対策」についてはほぼ毎年

行われている。「環境点検地図、診断カルテの作

成」は昭和50年代には停止していたが、再び「集

落ビジョンの砿認」がされ始め、その中で集落点

検luIx'も作成されるようになった。また、集落ビ

ジョンをもとに「美しい景観づくり｣、「集落環境

づくり｣、「鰻村環境づくり」の事業も始まった。

むらづくり活動が盛んになるのに伴い、「むらづ

くりリーダー育成」も毎年行われている。「都市

と農村の交流､」は平成９年頃から行われ始め、

それに伴い「交流ビジョンづくり｣、「グリーンツ

ーリズムネットワークづくり」も始まった。「世

代間交流」は北部の’事例にとどまっている。

3-3農業改良資金貸付事業の変遷

１）農業改良資金の概要

農業改良資金は、国と県が黄金を拠出して、農

表１沖縄県内における普及活動の動向（昭和20～平成６年）
昭和、-29年昭和ｍ-39年昭和40-0,年昭和50昭和5,年一平皮6年

H１０ｍ日Ｆ‐Ｌ

－１５５－

出典:生活改普ｸﾞﾙｰﾌﾟ連M1喚嘩全｢生活改曽洩行グループ追絡uU阻会251,年肥惑障がEまる｣,沖縄`1984.164尺盃もど'二炉睡

－－ 昭和20～29年 昭和3D～39年 昭和40~49年ｌ昭和50~59年 昭和80年～平成6年
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ゴミ処理の改善
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地垣牛塞鐘■

集蕪昼匿針酉の箪定
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田頃点検地図､診断カルテの作戊
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金」ア'であり、婦人・満齢者活動資金、生活環境

改善資金、特定地域生活改善資金の３項日に分け

られる。llii}人・樹齢者活動資金の貸付対象は‘hI｝

人またはI闇i齢者が勵主的な創作ililil1を行うのに必

喚な股Mi磯．機材費、資材篭、人材育成などであ

り、１１/{和５２ｲﾄﾞに新設された。生活環境改諜ff余の

俊付対象は、共同排水施設、共同し尿浄化施設、

多目的生活共同施設、共同健康管理施投、共同安

全施設、共同通勤施設、農家環境共lijl美化施設、

腿家生活環境改善施設等がある。

膿家2脂活改灘資金は、昭和60ｲﾄﾞ礎にl1il11liが改,Ｉｉ

さオ１１:述のIIjll礎になったが、それ以前は、ﾘｽﾞWin

蝋総営や生活改善を始めようとする人を支援する

ために貸し出す無利子の資金であり、全国的には

昭和３１ｲ|Xの臘業改良資金助成法にもとづき騨入さ

れたが、沖縄県においては昭和47年の’|$:ｔ復１１Ｍと

liil時に灘入さj、た゜農業改良資金の頓謄|として、

/|:魔力式改瀞資金．特定地域新部門導入賛金．股

家′１２ｈF改紳資金．線営規槙拡大資金、灘年臘業背

等育成硴保資金があり、本節では特に農家生活改

溌賛金を対象に、化生活傾城のｕ１ｉ業との関わりを

みていく。

臘家'1i7ili改縛溌金は．『農家'1ﾐﾊﾞ１１の改鮮を促進

するための合II11的な'１;Ali〃ｪ(の導入に必喫なimi

表２本島内３普及センターにおける普及活動の動向

－１５６－

-－_ 平成７年 平成8年 平成9年 平成１０年 平成１１年 平成1Ｚ年 平成１３年
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理化設備賛金、住居利ｊｗｊ｢式改懇資金、健康管理

施設琶金、生活共同化施設資金に分けられた。生

活合理化識Mi資金の11f付対象はし尿浄化装悩また

は改良便nWであり、併居利）'１方式改灘資金の貸付

対蝋は居室．炊事識Mi、術'１;施識、家Ｌ１ｌＦ室等であ

った。また、ノIHiIlijL|｢iI化施微筬金の賃(､１.対熱は共

同紛水施設、尖lim排ﾉk施設、共|蘭1し尿浄化施設、

多ll的２k活共同施投で、この柳[1は平成１３年のｉｉＭ

炎'１＃点では21ｽﾞiiIi環境改灘施設識企に位悩づけられ

ている（'MWi共同化施設費金のiiili目とokliTi環境改

灘施投資金の轍|]はliilじである)｡

12年の間で農家生活環境改善施設が５件、多目的

化活共同施設が１件、高齢者活動資金が１件とな

っている。

また、制度改正で個人住宅を対象とした貸付が

行われなくなったことに伴い、生活改善普及事業

からも個人住宅（台所、浴室、居間等）の改善が

なくなり、し尿浄化柵の導入もみられない。表１

をみると、昭和60年から共同給排水施設設麟の啓

藻が行われているが、実際には利用されていない

ことがわかる。

3-4住牛活領域に関する地域の生活課題

本島内における近年の住生活領域の事業内容は

表２から、「剛｣鮒・作業場の環境美化と改緋｣、

｢築落ビジョンのＩＭＩ認｣、「魅力ある典落環境づく

り｣、「むらづくりリーダー育成｣、「都市と磯村の

炎流」となっていることがわかる。表Iと表２を

比鮫すると、個人住宅の改善から地域環境改善へ

と活動が変わり、それに伴い地域環境改善、腿作

業環境改善の項目ができ、今後「環境づくり」が

重要な項目となってくるといえる。

鵬村地域における住環境の要素は図１に示すよ

うに、個人の住居、近隣環境、農作業環境、地域

環境に分けられる８１.住環境の最も身近な要素が

住居であるため、「住まい方教室・居住コンクー

ル」を実施（昭和50年代）したことによって農家

の住意識の啓発を促したと考えられる。さらに

｢地域環境点検｣、「地域の環境整備計画ビジョン

づくり」への支援をしていくことによって、身近

な住環境改善から地域環境改善へ意蹴を高揚させ

たと考えられる。また、農作業環境改善において

も、作業の効率アップや健康・衛生管理の向上だ

けでなく、「圃場や作業場の環境美化と改善」も

行われているため、農作業堀も含めた農村環境全

体の環境づくりを目指していると思われる。

生活環境とは、『住生活を中心に見た生活を取

り巻く有形、無形のあらゆる外部的条件』,，と定

議されており、住環境も含めた生活に関わるすべ
ての環境と捉えることができる（図１)。農家生

活改善資金の中に生活環境改善施設資金が設けら
れているが、共同健康管理施設や共同安全施設な

ど、主に共同施設に対する資金であることがわか

る（表３)。共同施設のみを対象とするのではな

2）農業改良資金と改良普及センターの関わり

艇堆改良資金は、改kL蒋股センターが賛余儀付

窓、となっており、改良普及センターの役割とし

て、査命岱付前には、借受け腿家の事難内容に対

する４１１:業駄、１１｣F業憤、儀付対鱗資材聯の検討、傭

人111繍響の作成にあたっての指導助言を主に行っ

ている。貸付後には、現地における事業実施状況

が計画通りに行われているかを調査し、経営診断

や経営改善、借受け農家の経営管理能力の向上な

どの指導を行っている。また、借受け膿家を対象

として検討会を開催し、定期的な農業経営状況の

把撮、資金制度の周知徹底及び情報交換を推進し

ており、改良普及センターと農業改良資金との関

わりは深いといえる。

３）農家生活改善資金と生活改善普及事業と

の関わり

農家生活改善資金の貸付が始まった昭和47年頃

から、改良普及員による改良資金貸付指導が行わ

れており、台所、浴室、個宗、居間の改善や、し

尿浄化槽の導入などが活発に行われるようになっ

た（表３)。

昭和60年度に制度が変更されるまでは、炊事股

備改善が444件、衛生施設改善が353件、居室改

善が73件、し尿浄化装置又は改良便槽の利用数が

７件、家事室等改善が７件、共同し尿浄化施設が

４件、健康管理施設が２件、自家用合理化給排水

の利用数が１件と、ほとんどが個人住宅改善に利

用されていた。しかし制度が改正され、資金種目

のほとんどが共同施設を対象とするようになる

と、利用件数は大幅に減少し、昭和60年から平成

－１５７－
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活動を継続していくために、地域のむらづくりリ

ーダーが必要となってくるためだと考えられる。

平成７年４月に、「膿'11漁村滞征型余暇活動促

進法」が制定され、法的にグリーンツーリズムが

促進されることとなったため．平成９年から「都

く、必要に応じて生活環境全般（住居、近隣環境、

農作業環境、地域環境）の改善に対応する砿目を

設澱することも必要であると考えられる。

「むらづくりリーダーの育成」が嫌年行われて

いるのは.地域のIMjiMづくり・環境づくりを行い．

表３農家生活改善資金の種目別貸付実績件数の推移

出典:沖縄WL農林水産部｢沖縄県の農薬金融」2001年９月より作成
園は.その貸金圃目が当時実施されてないことを表す。

－１５８－
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市と農村の交流」が盛んに行われるようになった

と考えられる。また、平成］１年に制定された食

料・農業・磯村基本法に都市と膿村の交流につい

ても磯I)込まれたことにより、「都『'7と農村の交

流」に対応する活動は今後さらに期えると予#''1で

きる。また、グリーンツーリズムは女fl:・商齢背

活111による地域活性化の新たなツールとして期待
されているといえよう。

平成元年から平成'3年の期間に実施された生活
関係の事業件数と農業関係の事業件数（表４）を
比較すると、ほとんどの年度で農業関係の事業件
数よりも生活関係の事業件数が少ないことがわか
る。

各部門の事業内容をみると、衣生活部門の活動
内容は主に「魁作業服の改善・工夫｣、食生活部
門の活動内容は主に「地域の農産物を使った商品

開発｣、労働衛生部門の活動内容は主に「健康管
理について｣、生活経営部門の活動内容は主に

｢腿業経営改善について｣、居住環境部門の活動内
容は主に「農村環境・農村景観づくり」である。

後継者育成の内容は主に｢女性農業者の自立支援、

組織活動の推進（男女共同参画)」であり、生活

経営部門でも、女性農業者を対象としたものがあ

る。その他の項目の中にも男女共同参画に対する

蝋業が５件あり、平成13年から男女共同参画部門

が新設されるなど、普及事業においても男女共同

参iIiiが重要視されていることがわかる。また、農

４．中部地区における普及活動の現状と課題

4-1各部門の事業件数及び事業内容の変遷

’'１部地区において実施された生活関係の事業を

火ftlO1i部門、食生活部門、労働衛生部門、生活維

哲部''1|、尉住環境部門、後継者育成部門の６つに

分緬し、事業件数及び事業内容の変遷について考

察を行う。調査対象とした事業は、中郁改良普及

センターが発行している平成元年から平成13年ま

での「普及のあゆみ」１１１１～週!'に掲戦されている全

鞭業を調査対象とした。

生活環境
－

－グー宵1１唾ｉ国司、､村づくりﾘｰ

･共同加エ施殴の壁備
･琿境点検地図、鯵断カルテの作成
･地域の琿填整箇針函ビジョンづくりへの援助
･魅力ある築落現境づくり

／･都市と鰹村の交流

図１．沖縄県における住生活領域の普及活動の分類
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以下「集落ビジョンの確認」が３件、「美しい農

村紫観づくり」が３件、「圃場・作業場の環境美

化と改欝」が２件と続いている。今UI1は「魅力あ

る環境づくり｣、「集落ビジョンの臓認｣、「川場・

作業場の環境美化と改善」を対象に犯態MIM街を行

うこととした。

対象地区については、「魅力ある興境づくり」

のｻﾄﾞ例として北‘'１城村荻道・大城集落を選定し、

また「集落ビジョン確認」の事例として抗弁村波

平集落、「、l｣ＵＭ・作業場の環境美化と改騨」の蠣

例として枕谷村渡具j(11野菜生藤付|地を対象地|Ｘに

選定しiMI11iiを行なう。

業関係の事業でも、後継者育成は行われており、

今後の活動の桃となってくると考えられる。

生活関係の普及馴業の中で12年間匹'１事業件数が

最も多い部門は生活経営の18件で、次いで食馴皇ｌｉＩｉ

ｌ３件、）苫住環境１２件、後継:昔育成10件、衣化１１１１

５件、労働術生４件となっている。

居住環境部1''1のｊｉな活動内容は、磯村環境・景

観づくりである。食料.・農業・農村埜本法にも

｢農村の振興に関する施策』として、生活環境の

整備と優れたHt観づくり、という内容が'M【り込ま

れており、今後の活動はjWiえていくものと脅えら

れる。また、Iil法には「人材の肯DlMkびIMli係ｊ

｢女ﾔ！；の参lI9iの促進｜というｊｎｌごＩもあり、Al孟荊ルモ

勝部'111、lUkjkIIil参uIIi部1Ⅱ|のi円１１ﾘlは今i逝もjlu1えて

くると椎ili1できる．

4-3魅力ある集落環境づくりの事例

１）普及活動内容

」こし１１城村荻道・大城地lえでは、、IZljIb8ｲ'１から、

(1;民参川lによる築蒋環境づくりが始まった。初年

度は．むらづくり推進計画、むらづくりリーダー

の役割、集落擬観づくりの取り組み方、雛谷村、

群馬県におけるまちづくりを参考に、磯観づくり

推進委員を対象に指導を行い、一般住民の意識啓

発が行なわれた。

平成９年度は．活動の協力体制づくり、地域環

境改善にむけたモデル花壇づくり、ランの植え付

け識習会、花木・草花の植栽、花壇の管理方法、

4-2実態調査対象事例の選定

近ｲﾄﾞ、本liMI1AIにおける(１１４k活領域のﾘｲ業の桃は、

｢闘場・作業糊の興境美化と改善｣、「集瀞ビジョ

ンの確認｣、「魅力ある集瀞興境づくり」「むらづ

くりリーダー育成｣、「榔市と農村の交流」という

ことは３章で明らかにした。この傾向は中部地区

においても同様であり、平成元年から平成12年ま

での中部地区における住生活領域の事業は、「魅

力ある築落環境づくり｣が12件中４件と股も多く、

表４ 中部地区における事業件数の推移（平成元年～平成13年）

霊
1６０

発行年 号
全事薬

件数

生活関Ｉ 鳥の事薬

衣生活 食生活
労働
衛生

生活

経営
居住
閣境

後継者
育成

その他

農業関Ｉ 侭の駆菓

後継者

育成

その他

部門

平成元年６月 ６ ３ ０ ０ ０ ０ ３ 0 ３

平成2年６月 ２ ７ ２ ０ １ 0 ０ ０ ０ ４ 0 ４

平成4年2月 ３ 1０ ２ ０ 0 ０ ０ ０ ８ ７

平成5年3月 ４ 2３ ５ ０ ２ ０ ０ 1８ ５ １３

平成6年3月 ５ 2２ ８ 0 ２ ２ 1４ ２ １２

平成７年３月 ０ 2２ ８ ０ 0 ３ ３ 0 1４ ３ 11

平成8年3月 ７ 1４ ４ ０ ０ １ 0 1０ ２ ８

平成9年3月 ８ 2９ 11 ０ ３ ２ ２ ２ 1８ ２ 1６

平成10年3月 ９ 1０ ５ ０ ０ ２ ０ ５ ３ ２

平成11年3月 1０ 1５ ７ 0 0 ３ ８ ３ ５

平成12年3月 1１ 1３ ５ ０ ０ １ １ ８ ３ ５

平成13年3月 1２ 2５ 1０ ２ ２ 0 ３ ２ ０ 1４ ３ 1１

合計 1９６ 7０ ５ 1３ ４ 1８ 1２ 1０ ８ 1２４ 2７ 9７
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仇氏の焔辮環境への意識の啓発が腱'１Mされた。

、141J〔ｌＯＩ１ﾘ魅は、膿材環境ワークショップ、地域

リーダーへの脇ﾉﾉ体ｉｌｉｌ，鰻落内樹木のｆｉ札つけ、

グリーンツーリズム体験などを行いい災落ピジョ

ンリ)検lilがけわｵ1た`、

Ｗ１ｎｌｲｉｉ１Ｅは、くらしの懸蔵づくI〕、グリーン

ッー'１ズムの１１[能''１:、今後の課題などを検,i;'し、

むらづくI）リーダーによる委興会が結成され、活

iiIjが定杵しつつある。また、ワークショップの実

施紡果による塊瀞ビジョンが決定し、「みどりと

花い･)ぱいのやすらぎの里荻道」をもとに、①雁

'11文化進旅の保作と緋ﾉk、②花と緑の挺化批進、

跡W}かなくらしづくI)、(4)快適な作聡環境推進、

151心のふオlあい・人づくＩ)の５つのテーマを設

け、むらづくI)活勁への女性参加も蝋えつつある。

、Wjul2ｲIilHiは、発しい農村景観づくりに必要な

ＩＩＬ礎的jHMmIおよび技術のliil上、地域特性を活かし

たむらづくりを諜題に、荻道・大城染蒋内の美化

点検や、単花の植救と管理、集瀞リーダーによる

文化財マップ、願時マップなどが作成された。ま

た、古城周辺騰史景観整備事業も導入され、拝所、

睦同jl:戸なども整備され、いこいの場や交流の場

になっている。

３）考察

北中城村荻道・大城地区では、「ガーデニング

愛好会｣、「花咲爺の会」など、集落内の環境美化
などを推進する団体が結成され、住民主体で環境
づくりに取り組んでいることが伺える。平成13年
度には、佗咲爺の会を中心とした集落環境づくり

が、財団法人・あしたの日本を創る協会主脳「ふ

るさとづくりコンクール｣で振興奨励賞を受賞し、

その活動が全国的にも評価されている。同地区は

事業年数が５年と長いため．活動が地域に定瀞し、

地域住民が]:体となって活勤をしていると恩われ

２）調査地区の現状

①モデル花噸

平成９年度に作られた大城公民館内のモデル花

hilは現往もあったが､やや整備されていなかった。

また、花壇には中部改良普及センターの看板が花

噛につるされており、当時の活動の様子が伺える。

②集落内道路及び歩道

道路沿いの歩道に、村が推進しているランを中

心とした草花が械栽され、他の地域には見られな

いような賎観を形成している（写真１）。また、

平成10年度の活動である集落内樹木への名札付け

も行われており、名札には和名のほか、方言名や

科名まで記述されている。

③公園及び休憩所

集落内には緑や木陰も多く、自然を活かした休

憩所、公園などがあり、きれいに整備されている

(写真２)。集落入り口の公園には、禦落内マップ

があり、文化財等がわかりやすく示されており、

文化財等を利用した遊び空間がある（写真３)。

写真１道路沿いのラン植栽

劉麗/認鱗
写真２集落内道路の緑陰

－１６１－



琉球大学教育学部紀婆第68災

4-4集落ビジョン確認の事例

１）普及活動内容

読谷村波平築落では、平成５年度から美しい策

観と腿村の特性を活かした快適な腿村蝋境づくり

が始まった（|fil年に波平集然で２つの活勤が行わ

れている)･初年度は、緑の多い雁赦と少ない臓

敷の快適度の比較、集落内の花づくりのできる空

|M]の点検、草花づくり識習会、モデル花埖の検

討・投慨を行っている。

読谷村は、平成元年度からノーベル平和徴を秒

みる村民雛金条例が設置され、そのなかに「みど

りの環施づくり」があり、村内で花づくりｉｉｉ勅が

椎juiさオ'ているため、モデル化1Wづくl)について

は、１ＭL股)ﾘ『、村役場、集瀞が連Ｉ１１ｌしてiililli))がスム

ーズに行われた。

ilAj'［６イド腱は、集落環境点検マップの作成、災

瀞ビジョンの検討、フラワーロードづくり、生産

環境点検．景観づくりリーダー育成、樹木の名札

つけなどが行われ、むらづくり推進協繊会も発足

し、住民の快適な磯村環境づくりへの気述が高ま

っている。また、集落ビジョンは「花とみどりで

豊かな波平」が策定された。

る。また、むらづくりリーダーの育成がしっかり

なされているということが考えられる。そのため、

事業が終了してもリーダーが中心となって活動が

続いていくのではないかと予測できる。

樹木への名札つけはきちんと管理されており、

和名のほかに方簡や科名なども槌すことによっ

て、集蒋内住民や築落を訪れる人々の樹木への関

心を－－臘伽めることに寄与していると思われる。

また、集落内には木陰が多いためＴ散歩や休憩な

どがしやすく、４k滴しやすい快適な環境であると

いえる。

公ljNlや体H1ll〃iは、文化Ⅱｲを利)|Iしたものも多く、

文化１Ｍに剛しみながら遊ぶことができる。また、

ヒージャーガーなどがあるため、唾jl》はi）ＩＬさも

蝋じられる,，公1%(|・歩道にはゴミが少なく、化雌

・人・人が興境災化に対する懲戯が,断く、またそ

れを爽跳していることが伺える。

今回は作髄環境の綱査は行っていないが、現状

から、典藩ビジョン①歴史文化遺産の保存と継承、

②花と緑の美化推進．．③壁かなくらしづくりにそ

った活動が行われているといえる。また、住民主

体となった集落環境づくりが振興奨励賞を受賞し

たことなどから、集落ビジョン④心のふれあい・

人づくりも実践されているといえる。 ２）調査地区の現状

①集落内入り口

集落内入り口には公園があり、大きな木が植栽

されていた（写真４)。集落環境マップによると、

これは「東門のガジュマル」という名称で、公園

内はこのガジュマルの木陰で快適な環境になって

おり、ここで休憩する住民の姿も見られた。

②モデル花墹及び集落内フラワーロード

集蒋環境マップにそって集落内を歩いて調査し

たところ、県道１２号線沿いのモデル花埴は駿鮒さ

れていたが、その他のモデル花壇はあまり整備さ

れていなかった。また、環境点検マップでフラワ

ーロードとされている歩道には花が少なかった

(写真５)。

③道路沿いフラワーロード

県道６号線沿いの道路周辺は平成５年度に68個

のプランターを設霞したフラワーロードとなって

いたが、実際は、プランターは所々あるものの．

管理はされていないような状況になっていた。し

－１６２－
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かし、集蘓内の出入口には、整備された花轍があ

った。

③子どもの遊び嶋皮び公悶等

ｆどもの遊び11Mになっているところは、迭生は

縦lWiさｵ'ているが、木陰があまりないところもあ

った。遊14はあま'〕なく芝'1(の広場になっていた。

11;ノｌ１ｉｉ公IiIilは、マップでは「みどりが少ない」と

なっていたが、公剛周りは樹木が多かった（写真

６％また、水道、イスやテーブルなどの休憩所

が悠鮒iされ、Ｆ１陰になるように屋根も設慨されて

いた。波､|/L公比館の11M【地は中央が広場になってお

f〕、１１{'11も,ill1lMlされているため、遡場や天候の懇

いときでも利111できるようになっている。

写真４集落内入口のガジュマル
３）考察

続行村波､ﾄﾞ災訴では鰻蒋ビジョンの砿認と環境

点検マップは作成されているが、現状をみると、

１１戒６f１２度に環境点検マップが作成されてから現

ｒｌｉまで､活動があまり行われていないと思われる。

また、フラワーロードにあるプランターも管理

されていない状態だったため、環境づくりの活動

が地域に定着していないのではないかと思われ

る。読谷村は村全体で花づくり活動が推進され、

普及所、村役鰯、集落住民の連携がとりやすい体

制となっているので、活動は継続しやすいと思わ

れるが、現状は異なっていた。その理由として、

リーダーとなる人材が十分に育っていないのでは

ないかと考えられ、むらづくりリーダーの育成及

び地域住民の自発的活動が今後の課題となるとい
える。

また、初年度（平成５年）に行なわれた「緑の

多い屋敷と少ない屋敷の快適度の比較」の調査で、

駿敷内に緑がある所とない所の温度測定の結果、

同じ日当たりで4.5℃、木陰の場合5.5℃の差があ

るということがわかっている。この鯛査結果から、

緑は美しい景観形成のためだけでなく、快適に生

活するためにも必要であるといえる。

写真５集落内のフラワーロード

4-5圃場・作業場の環境美化と改善の事例
１）普及活動内容

読谷村渡具知では、平成７年に、魅力ある農村

環境づくりの事業が始まった。

圃場周辺の環境点検について、モデル休憩所づ 写真６弁ノ原公園の入口
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業環境をつくるためにはなくてはならないもので

ある。高齢背や人手不足でも維持しやすいような

休憩所をつくることが要求されよう。この地区の

実態綱査によって、農村地域で問題となっている

後継背不足、iMli齢化問題の現状の－．部をみること

ができた。

くり、圃場周辺の花づくり、立て看板づくりを行

い、意識啓発をはかった。生産団地として統一さ

れた景観づくりには至っていないため、共同消掃

など年間の活ＩＭＩ計画に位樋付けし、魅力ある股村

景観づくりに取り組むことが課題となっている。

２）調査地区の現状

①モデル休憩所

普及活動によって設圏されたモデル休憩所はな

くなっており，引き抜かれた雑草などがそのまま

放圃されていた。

②､１１場周辺

Ｉｉｌｊ期11M辺には紬が少なく＿木陰があまりなかっ

た。またパ[て打板は倒れ洲に麟ちたままの状態

であった（T狄輿７)“UmMMII辺はあまり轆鮒され

ておらず、概観はあまりよくなかった。圃叫Ⅱ！辺

の花づくりも実施されたはずであるが見当たらな

かった○m場にいた方にヒアリングしたところ、

高齢者が多くかつ人手不足のため、休憩所や霜板

など維持するのが大変とのことであった。

4-6住生活領域における普及活動の課題

居住環境部門は主に「農村環境・腿村餓硯づく

り」等の活動を行っており、生活改蒋普及４$業の

柱の１つを担う部門であるといえる。これまでの

地域ピジニjンの簸定や地域塊境づくりが、「食

料・膿災・liq村）iＭＥ法」がIill定されたことによっ

てさらに強化され、農作業環境・地域環境のIII1ilm

から、より魅ﾉﾉある地域環境づくりがなされてい

くとｆｉＭＩ１される。また、それに伴うむらづくりリ

ーダー育成も継続して行われると考えられる。

実態iMl査によって、事業終了後の状況は地域に

よって異なることがわかった。地域に定着し、事

業終了後も住民によって活動が継統される場合

と、事業終了後は活動が行われない場合があり、

これは、地域にむらづくりリーダーが育っている

かいないかの差ではないかと考えられる。また、

地域でむらづくり活動の基盤となるような団体が

あるかないかでもこのような差が出てくると考え

られる。よって、むらづくり（地域環境づくり）

活動を行う場合は、住民の意識啓発と共に、むら

づくりリーダー、活動の基盤となる団体を育成し

ていくことが活動を継続させるポイントとなると

いえる。

３）考察

この地域での活動は、ほとんど継続されていな

いような状況だったため、圃場の環境美化と改善

に対する生産腿家の意識を啓発することが課題で

あるといえる。１日の半分を過ごす圃場において、

休憩所やトイレは必要不可欠であり．快適な農作

５．総括

住生活領域における普及活jMlは、かまどの改善

から始まり、農家住宅の改善から股作業環境、地

域環境へとより広域な環境改善が実施されるよう

になり、移り変わる時代と供にその内容も変化し

てきた｡近年は｢圃場・作業場の環境美化と改善｣、

｢集落ビジョンの確認｣、「魅力ある環境づくり｣、

｢むらづくりリーダー育成｣、「都市と農村の交流」

となっている。

農村独特の景観や自然環境は人々の心をいやす

役割を担っており、また、都市と磯村の交流によ

って都市住民に農業・農村の役割に対する理解が

－－Ⅷ｜
世＿

写真７休憩所が整備された圃場の現状
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促進されるであろう。「農山漁村滞在型余暇活Hill

促進法」や「食料・農業・農村基本法」が制定さ

れ、都｢ｉｊと磯村の交流が推進さｵ】ている現在、普

皮iiIiiiljにおいても都Il1rと農村の交流は多く行わ

ｵ'、グリーンツーリズムを今後のＩＮＩ題とする餅及

貝の数も多い。グリーンツーリズム資ill;(としても、

農村独特の興境形成（瞬観や自然環境を含む）は

電要であるといえる。

今Ｕの磯村地域における住環境は都ili化し、生

活水準も以iiiと比鮫して筒くなっている。－.力、

地域環境を}＃DICする嘆素として住宅は一番身近な

ものであるが、Iiilili｢化に伴い膿村地域にもコンク

リート仇宅が燗え、鵬材独特の殿観すなわち「農

村らしさ」が楓なわｵ'ている地域も多い。グリー

ンツーリズムなどの都『|丁と農村の交流が期待され

る今11こそ、沖純の伝統的住宅や集落擬観など腱

付らしい住宅・住環境づくりが求められよう。

農村地域では、今後も「農村環境・磯村景観づ

くり」を柱とした様々な取り組みが実施され、よ

り魅力ある地域環境づくりが行われていくと思わ

れるが、その取り組みが継続的に実施されていく

ためにもむらづくりリーダーとそれをサポートす

る団体の育成が求められよう。また、それら育

成・定着のためには、大人だけでなく、次世代の

リーダーとなる子どもたちの地域環境づくりに対

する意識の啓発も必要と考えられる。

家庭科教育は、小学校から高校まで学習を積み

重ねていく中で、生活主体者として自立した生活

を営んでいく力を育み、家庭や地域の生活を創造

する能力と実践的な態度を育てることが学習課題

であるといえる。家庭科教育においては、自己か

ら地域社会の生活課題へと視点を広げることが求

められるが、磯村地域に住まう子どもたちは、普

及活動に関わりを持たせることで、地域の生活課

題を認識するとともに、自己の生活牒題が再溺識

できると思われる。また、普及活動と子どもの関

わりだけでなく、活動を担っている普及員との連

携により、より生活課題の認識や解決能力が高ま

ることも考えられる。今回は住生活領域のみを対

象としているが、普及活動は衣食住など家庭科で

学習する多くの内容に関わるため、家庭科の様々

な領域において普及活動との関わりについて検討

していくことが求められよう。

文献・注釈

ｌ）改良普及風は担当する事業や取得資格によって「農

蝋関係改良普及日」「生活関係改良僻及興」に分け

らｵ1るが、本iMlでは両方をさす瑚合「改良瞥及員」

としている。hilZljlbl3年から「改良普及圏」という

一つの資格になったため、「臘業関係」「生活関係」

という名称も今後変化すると考えられる．また、

「1lZnl;l1U係改良普及員」という名称は1990年以降か

らであり、それまでは生活改良普及風という名称で

あった。

２）「艇難改良慨及ﾘﾄﾞ業」とは生iiW改善慨及蛎業を含め

た総称であるが、木１J}究では主に生活改灘鶴及駆鑓

を対象としてKllli1rする。以下本愉では「幽禦改良普

及ﾘﾄﾞ猶」という名称に統一するが、特に分けて考察

する場合は「堆活改祷普及鞭業」という名称も使用

する。また．化活改漣普及事業は近年「生活11N係瞥

Ｍ【耶業」といわれているため．一部「生活関係普及

辮業」という名称も使用する。

３）沖縄県磯林水産部営農指尊蝶「沖縄県農業改良普及

Zjr業40周年妃念髄農業改良普及事業のあゆみ｣！

みなみ印刷，１９９１．５頁

４)琉球腿林省が廃止された時期が資料によって異なり．

昭和26年１月２２日に廃止されたという妃述［沖縄

県鰹林水産行政史糧集委員会「沖縄県農林水産行政

史第12巻｣，（財）農林統計協会，東京．1982.

13頁］と、昭和27年１月２２日に廃止されたという

記述［沖綱県農林水産部営腿指導腿「沖縄県農業改

良普及事業40周年記念誌農業改良普及率事業の

歩み｣‘みなみ印刷，沖縄，１９９１．５頁]、［照屋榮

一「終戦39周年記念沖縄行政機檎変通史明治

１２年～昭和５９年｣．松本タイプ印刷所，沖縄，

1984,96頁］がある。

５）平成11ｲIﾖ７月１６日に制定され、それにより農業蕊

本法は廃止された。この法徹の目的は，その第1条

に『この怯徽は､食料、殿業及び農村に関する施策

について、基本理念及びその実現を図るのに基本と

なる蛎項を定め，並びに国及び地方公共団体の貿務

簿を明らかにすることにより、食料．賎業及び農村

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図

ることを目的とする」とある。この法律は、農業基

本法が腿業の発展と農業従事者の地位の向上を目的

としているのに対し、食料の安定供給の確保、多面
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号｣．沖繩県中部改良普及所。沖純,1994

15）沖縄県中部農業改良普及センター「普及のあゆみ

第６号j・沖縄県中部改良普及センター’１１'１繩．

１９９５

１６）沖i9llIli↓中ＩＭＩ膿業改良普及センター「ﾄﾞｷﾉ1kのあ１１しみ

第７･脇｣．Iil1MU県Ｉ'１部改良llIL股センター．ｉ１ｌｉ制１１，

１９９６

１７）ｉ１ＩＷＭＲ｢|｣部農業改良普及センター「糀及のあ1dBみ

第８｢;｣．沖純県中部改良普及センター．沖縄．

１９９７

１８）ウ'1純隈LljI1IlI農業改良勝及センター「腺股のあゆみ

鯛９)γ｣，力'１純UiNJlJlIlll改良･普及センター．ｉ''１純，

ｌ９９Ｈ

ｌ９）iIl1llI11M1liMMlll難改良牒及センター｜NMAのあゆみ

鯛Ｉ()ＭＷｉ１Ｉｌ繩県中ＩＨＩ改良ＩＭＬ股センター．力'１縄．

１９９９

２()）沖純MA['I部磯繋改良普及センター「洲及のあゆみ

第１１瀞｣．沖純県中部改良紳及センター．沖縄，

２０００

２１）沖純Uil農林水産部中部鰹業改良普及センター「静

及のあゆみ第12号｣。沖縄県農林水産部中部改良

普及センター．沖縄，２００１

的機能の十分な発抑．麗業の持続的な発展・臘村の

擾輿などの内容が盛り込まれているのが特徴的であ

る。尚，多iii的機能とは、良好な景観の形成、文化

の伝承、剛士の保全、水源のかん鍵、自然環境の保

全聯である。
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